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国立研究開発法人物質・材料研究機構 

苦情処理委員会規程 
 

平成１８年３月３１日 

１８規程第１５号 

 

（目的） 

  第１条 この規程は、国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員就業規則（平成

１８年３月３１日 １８規程第４６号）第７８条、国立研究開発法人物質・材

料研究機構キャリア形成職員就業規則（平成２０年３月３１日 ２０規程第１

６号）第７８条及び国立研究開発法人物質・材料研究機構任期制職員就業規則

（平成１８年３月２８日 １８規程第４７号）第６６条に基づき、定年制職

員、キャリア形成職員及び任期制職員（以下「職員等」という。）の人事、給

与等の人事に関するあらゆる苦情、不満に関し、申立の道を開くことによっ

て、人事の公正性を確保することを目的とする。 

 

（苦情の定義） 

  第２条 職員等が、次の各号に掲げる事項に関して、個人を主体とする苦情を有する場

合には、この規程で定める手続きにより、苦情処理委員会に対して、その解決

を請求することができる。 

（１）就業規則、労使協定及び労働協約の適用、解釈に関する事項 

（２）日常の労働条件に関係のある法令、規程等の適用、解釈に関する事項 

（３）その他日常の労働条件並びに労働環境に関する事項 

 

（苦情処理委員会） 

  第３条 理事長は苦情処理委員会（以下｢委員会｣という）を設置し、委員会に苦情処理

委員（以下「委員」という。）を置く。 

 

（委員会の構成） 

  第４条 委員会は、次の各号の者により構成する６名とする。 

（１）理事長の推薦する３名。 

（２）職員の過半数で組織する労働組合がある場合においては、組合を代表する

者、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては、職員の過半

数を代表する者（以下「職員代表者」）という。）の推薦する３名 

    ２ 委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

    ３ 委員に欠員が生じた場合は、後任者の任期は前任者の任期の残任期間とする。 

    ４ 理事長及び職員代表者は、委員が苦情申立人となった場合には、当該委員に変

えて他の職員を推薦することができる。 

 

（申告手続き） 

  第５条 職員等が、その有する苦情の解決を求めようとする場合には、委員会に申告す

るものとする。 

    ２ 職員等の身分を失った者が、当該処分に関して苦情を有する場合には、その発

令通知のあった日から３０日以内に限り、申告することができる。 

    ３ 苦情を申告するときは、苦情申告書（様式第１号）に次の事項を明瞭かつ詳細

に記載し、提出しなければならない。 

（１）申告者の所属及び氏名 
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（２）苦情の理由 

（３）希望する措置 

 

（事前審査及び決定） 

  第６条 申告を受けた委員会は、その事案について事前審査を行い、その詳細を整理

し、１４日以内に受理又は却下を決定しなければならない。 

    ２ 事前審査に当たって委員が必要であると認める場合には、苦情申告者、当事者

のほか証人又は参考人に対し、出頭又は書面による報告を求めることができ

る。 

    ３ 委員会は、第１項の規定による事前審査の結果、却下しない場合には、当該申

告を受理し、処理するものとする。 

 

（申告の却下） 

  第７条 申告を受けた委員会は、事前審査の結果、次の各号の一に該当すると認める場

合には、その申告を却下するものとする。 

（１）団体交渉事項により解決すべき事項 

（２）労働条件に関係しない事項 

（３）その他苦情として取り扱うことが適当でないと認められる事項 

    ２ 委員会は、前項の規定により却下する場合には、裁定書（様式第２号）に理由

を付して、速やかに苦情申告者又は異議申立者に、その旨を通知しなければな

らない。 

 

（事実審理） 

  第８条 申告を受けた委員会は、受理した事案について、その解決に必要な事実審理を

行い、その詳細を整理しなければならない。 

    ２ 事実審理を行うに当たって必要があると認める場合には、委員会は、苦情申告

者、当事者のほか証人又は参考人に対して、出頭又は書面による報告を求める

ことができる。 

 

（処理期間） 

  第９条 委員会は、申告を受理した日から１４日以内に審理を行い、その後速やかに処

理しなければならない。 

    ２ 前項の｢申告を受理した日｣とは、その申告に基づく第６条に規定する最初の委

員会の開催日とする。 

 

（第三者による解決の斡旋） 

 第１０条 委員会において、事案の解決上必要があると認める場合には、その選定した第

三者に斡旋を依頼することができる。 

 

（会議の非公開） 

 第１１条 委員会は、原則として非公開とする。ただし、出席委員、苦情申告者、当事者

のほか証人又は参考人の意見が一致した場合には、公開することができる。 

 

（委員会の決定） 

 第１２条 委員会の決定は、委員全員の一致による。 

    ２ 委員会は、第９条の期間内に審理が終了しないときは、当該申告に係る審理の

進行状況及び審理終了時期の見通しを、理事長及び苦情申告者に示さなければ

ならない。 
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（裁定書の作成） 

 第１３条 委員会は、苦情の解決に当たって裁定書（様式第２号）を作成し、遅滞なく、

苦情申告者に交付しなければならない。 

 

（異議の申し立て） 

 第１４条 苦情申告者又は当事者が、委員会の裁定又は却下に対して異議のある場合に

は、その裁定又は却下の日から１４日以内に、委員会に対して、異議申立書

（様式第１号）により異議の申し立てをすることができる。 

    ２ 前項の異議申し立てを受けた委員会の苦情処理期間は、第９条第１項の例によ

るものとする。 

    ３ 委員会で審理し、理事長及び苦情申立者に報告した内容と同一の内容の申し立

てについては、再審理は行わない。 

 

（会議の運営の細目） 

 第１５条 委員会は、その運営上及び必要があると認めるときは、運営の細目について協

議し、定めることができる。 

 

（事務局の設置） 

 第１６条 委員会の事務局は、人事・総務部門人事室とする。 

 

（機密保持等） 

 第１７条 委員会の委員及び関係者は、苦情処理に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

 

（裁定の効力） 

 第１８条 委員会及び関係当事者は、この規程の定める苦情処理手続きによって、最終的

に決定された裁定を尊重し、速やかに必要な措置を講じなければならない。 

 

（効力の発生） 

 第１９条 申告された苦情が解決された場合には、当該裁定の効力発生の時期について、

事実上そ及できる範囲内においてその効力発生の期日をさかのぼることができ

るものとする。 

 

（不利益取り扱いの禁止） 

 第２０条 機構は、苦情申告者、当事者のほか証人又は参考人に対して、不利益な取り扱

いをしてはならない。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日 ２０規程第４６号） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月９日 ２１規程第３０号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日 ２２規程第３号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年５月１１日 ２３規程第６６号） 



-4- 

この規程は、平成２３年５月１１日から施行し、平成２３年４月１日から適用

する。 

附 則（平成２７年３月２４日 ２７規程第３２号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月２８日 ２８規程第７８号） 

この規程は、平成２８年４月２８日から施行し、平成２８年４月１日から適用

する。 

附 則（令和３年６月１日 ２０２１規程第６７号） 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月２６日 ２０２５規程第３８号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


